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郡山市こども・若者計画に基づく各種施策等に広く市民の皆様の御意見を取り入れ

るため、郡山市子ども・子育て会議の委員を募集します。 

 

１ 募集期間  令和７年６月１日（日）から６月２４日（火）まで 

 

２ 募集人数  ３名程度 

 

３ 応募資格 

（１） 本市に引き続き１年以上住民登録し、居住している方 

（２） 本市の他の附属機関等の委員として在任していない方 

（３） 過去に本会議の公募委員として在任したことがない方 

（４） 国、地方公共団体の公務員でない方 

（５） 会議（年５回程度、平日日中開催）に出席できる方 

（６） 市税等を滞納していない方 

（７） 応募時の年齢が 18 歳以上の方 

（８） 子育てをしている者または若者 

 

   ４ 応募方法 

氏名等を記載した任意の応募様式、小論文「郡山市こども・若者計画に関して考えること」

800 字程度を 6 月 24 日までに持参、郵送（当日消印有効）、メールのいずれかの方法で提

出してください。 

▼詳細は市ウェブサイトに掲載しています。  

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/80/33683.html 

                      

 

＜郡山市子ども・子育て会議＞ 

    郡山市における子ども・子育て支援事業計画（郡山市こども・若者計画）の進行管理や、

子ども・子育てに関する施策について総合的に審議するため、平成 25 年に設置し、会議及

び意見交換等を行っています。 

ターゲット ４．２ 

2025 年５月 28 日 

郡山市こども部 

こども総務企画課 

課長 田母神 裕一 

TEL：924－3808 

SDGｓ ターゲット 4.2 「全ての子供が質の高い乳幼児の発達・ケア等にアクセスし、初等教育を受ける準備が整うようにする」 

 
郡山市子ども・子育て会議の委員を募集します 

この QR コードからウェブサイトに

アクセスできます。 



 

郡山市子ども・子育て会議の公募委員選考基準 

 

第１ 趣旨 

この基準は、「郡山市附属機関等の委員の公募に関する要領」に定めるもののほか、  

郡山市子ども・子育て会議の公募委員を選考するために必要な事項を定める。 

 

第２ 選考方法 

  選考は、申し込みの際に提出された小論文及び面接により行う。 

 

第３ 選考委員会 

（１） 応募者の中から公募委員を選考するため、「郡山市子ども・子育て会議公募委員  

選考委員会」（以下、「選考委員会」という。）を設置する。 

（２） 選考委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。なお、委員の職にある者

が出席できない時は、こども部長が代理の者を指名する。 

ア こども部長 

イ こども部次長兼こども総務企画課長 

ウ こども部次長兼子育て給付課長（併）学校教育部次長 

エ 学校教育部次長（併）こども部次長 

オ こども家庭課長 

カ 保育課長 

 

第４ 選考基準及び評価方法 

（１） 公募委員の選考は、次に掲げる審査項目の審査結果により行う。 

    ① 小論文 

ア 文章の理論構成が適切であること 

イ 郡山市こども・若者計画に対する理解度、関心度が高いこと 

ウ 幅広い視野で郡山市こども・若者計画に係る分野に対して問題意識を 

持っていること 

エ 発想力・想像力に富んでいること 

    ② 面接 

ア 応募の動機に意欲、熱意等が感じられること 

イ 委員の役割を理解し、目的意識を持っていること 

ウ 郡山市こども・若者計画に対する理解度、関心度が高いこと 

エ 建設的な考え方ができること 

オ 幅広い視野で郡山市こども・若者計画に係る分野に対して問題意識を 

持っていること 

カ 公正・公平な考え方ができること 

キ 他の意見に対する許容性があること 

 

 



（２） 評価は、小論文審査については別紙１、面接審査については別紙２により以下の

５段階で評価するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 応募者の評価及び選考は、以下の方法により行う。 

ア 選考委員が個別に評点する。 

    イ 各選考委員の評点を集計し、点数の高い者から順に選考する。 

    ウ イによる合格者の最低点数で同点の者が複数名存在する場合は、必要に応じ

年齢、性別及び地域性等を考慮し、選考できるものとする。 

    エ 各選考委員の評点の合計点数が概ね２０５点以上（満点２７５点）の場合に

選考するものとする。 

 

第５ その他 

  応募者の中に委員としてふさわしい者がいないときは、他の方法により委員を選任 

するものとする。

評価 優れている 
やや 

優れている 
ふつう やや劣る 劣る 

得点 ５ ４ ３ ２ １ 



別紙１ 

郡山市子ども・子育て会議公募委員 小論文審査表 
 

採点者               

 

 

質問・評価事項 

氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 

     

採  点 採  点 採  点 採  点 採  点 

審 
 

査 
 

項 
 

目 

ア 文章の構成 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

イ 郡山市こども・若者計画 

に関する理解度・関心度 
５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

ウ 問題意識 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

エ 発想力・創造力 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

 
合 計 点 数 

     

 

※ 応募者ごとに、４つの項目それぞれについて、該当する数字一つに○を付けてください 



別紙２ 

郡山市子ども・子育て会議公募委員 面接審査表 
採点者               

 

 

質問・評価事項 

氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 

     

採  点 採  点 採  点 採  点 採  点 

審 
 

査 
 

基 
 

準 

ア 応募の動機 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

イ 委員の役割を理解し、目的意識を 

持っていること 
５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

ウ 郡山市こども・若者計画てに対する 

理解度・関心度 
５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

エ 建設的な考え方ができること ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

オ 幅広い視野で郡山市こども・若者計画 

に係る分野に対し問題意識を持ってい 

ること 

５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

カ 公正・公平な考え方ができること ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

キ 他の意見に対する許容性があること ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ 

 合 計 点 数      

 


